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課     題 具体的取組 取組目標 ５年間の取組成果 主な実績 

 

２ 人材の弾力的

運用 

 

①職員の職種職域を転換(職員の

多能工化)し人事異動を拡大 

職員の能力を最大限活用するため、職員

の多能工化(一人の職員が複数の業務をこ

なす)を図るとともに、局と局・区をまた

がる大幅な人事異動に取り組む 

(1)人事異動の活性化、職員の多能工化を図

り、職員の意欲を高めるため技能職員の

職種を一本化し、局と局等をまたがる人

事異動を促進する 

 

(2)一般行政職員は、採用後 10 年の期間毎

に 2回は局と局、局と区間の人事異動を

経験させるルールなど、従前の規模を大

幅に上回る人事交流を実施 

技能労務職員の職種・勤務内容を再編整

備し、19 種類の職種を技能職員に一本化

し、局から区への配置転換などを実施する

ことができた。 

・技能職員の異動者数 

延べ 1,149人(18年 4月～22年 4月) 

 

一般行政職員については、新たな人事交

流基準を策定し、従前基準での人事異動を

上回ることができた。 

・17年度（従前基準）348人 

・18年度：602人 ・19年度：648人 

・20年度：604人 ・21年度：586人 

・22年度：460人 

・技能労務職員の再編整備、職種を技能職

員に一本化（18年 4月） 

・一般行政職員の新たな人事異動基準を策

定（18年 3月） 

 

②勤務形態の多様化 
勤務形態の多様化のため、法改正の働き

かけも含め新たな制度構築に取組む 

大幅な人員削減を進める一方で、新たに求

められる行政ニーズに迅速・的確に対応す

るための公務能率の向上を図るため、ま

た、尐子高齢化の進展による育児・介護等

の個人的事情への配慮等の観点より、多様

な勤務形態の導入について検討する。 

時間休暇制度や早出・遅出勤務制度の導

入を図るとともに、育児・介護などに対す

る対応についても制度化を図ることで勤

務形態の多様化に対応することができた。 

・夜間大学への通学や育児・介護に関わる

職員に対する仕事との両立を支援するた

めの職務免除を新設（18年 4月） 

・時間休暇制度の導入（20年 4月） 

・早出、遅出勤務制度の導入（20年 4月） 

・育児短時間勤務制度の導入（20年 4月） 

・育児休業法の改正に伴う育児休業等の制

度の改正（22年 6月） 

 

③局部長ポスト等経営層や専門的

分野への外部人材の登用、庁内

公募の拡大 

局部長級ポストなど経営層や専門的技

術が求められるポストに公募も活用しな

がら外部人材を登用する 

(1)登用ポスト及び求める人材を明確に

し、人材を活用 

 

(2)意欲ある職員の能力を最大限発揮さ

せ、行政サービスの向上に資するため、

庁内公募を拡大する 

 

(3)民間企業等への派遣についても庁内公

募を拡大するとともに、外部人材の登用

に取組む 

庁内公募については、区長を含めた部長

級ポストまで範囲を拡大し実施し、職員の

能力開発を行うとともに専門分野への外

部人材の登用も行うことにより行政サー

ビスの向上を図ることができた。 

庁内公募の実施 

18年度～22年度 延べ 215業務 

外部人材の登用（主な登用実績） 

・局長級：総務局 IT改革監 

・部長級：水道局ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ改革担当部長 

・課長級：特定課題監査担当課長・美術館

学芸担当課長・広報主幹など 

庁内公募の实施 

18年度：53業務 

19年度：41業務 

20年度：46業務 

21年度：38業務 

22年度：37業務 

23年度：41業務 


